
6月30日（火）までに
同 封 の 返 信 用 封 筒 で
回答をお願いします。

教室参加を希望する
かたは、「はい」に〇を
つけてください。

　市の介護保険の要支援・要介護認定率は80歳代
になると大幅に上がっています。そのため、その前
の段階である75歳のかたを対象に「お元気日常生活
チェック」を郵送し、足腰や口腔の機能・心の健康状
態・生活機能などが低下するおそれのあるかたには、
医療・介護の専門職員（理学療法士・保健師・社会
福祉士・ケアマネジャー）が早期に介護予防に取り組
んでいただけるよう案内をしています。お元気日常
生活チェックが届いたかたは6月30日（火）までに同
封の返信用封筒にて返信してください。
　介護予防の取り組みとして、そのかたに合わせて
運動・口腔・栄養の状態を改善するサービスを利用
することができます。
　今まで教室に参加されたかたからは「立ち上がりが
楽になり、歩きやすくなった」「口の渇きが改善して食
べやすくなった」などの感想を聞いています。対象の
かたは、ぜひ教室の参加をお勧めします。

 フレイル予防に取り組もう！ 
　フレイルとは、加齢によって心身の機能が低下し
た状態のことで、「元気な状態と要介護状態の中間」
のことを指します。「年を取ったから」と言って、対策
を取らないでいると、ますます体力が落ちてしまい、
要介護状態に近づいてしまいます。しかし、早めに
適切な対策を行うことで、元気な状態に戻る可能性
がある時期とされています。フレイル予防は生活習
慣と結びついています。自分の生活を見直し、早め
のフレイル予防に取り組みましょう。

フレイル予防の３つのポイント
①�お口の健康（口腔ケア）を保ち、栄養バランスのとれ

た食事をとる。
②�家事や散歩などで今よりプラス10分、コツコツ動く

ことを心がける。
③�仲間や地域の人とのつながり（趣味やボランティア

など）を大切にする。

運動機能に低下がみられたかた
➡ お元気くらぶ（運動）
通所型 ： 毎週火曜日（6 か月間）

栄養状態の改善が必要なかた
➡ お元気くらぶ（栄養）
通所・訪問型 ： 月１回（3 か月間）

お口の機能に低下がみられたかた
➡ お元気くらぶ（口腔）
通所型 ： 月１回（3 か月間）

健康福祉課地域包括支援センター   25ｰ1182

元気でいきいきと暮らすために

お元気日常生活チェック 提出のお願い

メニューくらぶお元気
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昭和26年3月　

生まれの

みなさんへ

どの教室も参加費無料です。
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